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6
　 前期・後期高齢者
65 歳〜 74 歳は前期高齢者、75 歳以上は後期高齢者

町独自の思いきっ
た施策が必要

田母神節子議員

今こそすべての人が安心して医

療が受けられるよう、国保料の

値下げをし、保険証の取り上げ

はやめてほしい。また、予防に力

を入れるためには保健師さんの

増員が必要です。町独自の思い

きった施策がありません。

税収納率強化策な
ど、的確な予算措置

岡本安明議員

税の収納率向上対策の強化等に

積極的に取り組んでいます。ま

た、医療費適正化対策や特定健

康診査などに的確に予算措置さ

れています。厳しい環境下にあ

る国保のさらなる健全運営に向

けて、執行の努力を要望します。

制度そのものに　
反対

田母神節子議員

どう考えても高齢者のための医

療制度ではありません。保健・福

祉・医療を連携させ、国保会計が

大きく黒字に転じた先進例もあ

ります。町の独自策が必要です。

国民の納得いく　
皆保険めざして！

石井康二議員

国は制度定着に向け、保険料の

追加軽減など、さまざまな改善

に取り組んできました。この制

度が多くの人に世代をこえて支

持され、所期の目的を達成でき

るよう期待しています。
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8 億 6,872万 8,000 円を増額補正 (9.1％増）

一般会計 (３回目）

国の補正予算（第２号）に対応して、定額給付金及
び子育て応援特別手当の所要額、男衾地区生涯学
習施設建設事業を計上したほか、事務事業の確定
等に伴い事業費を追加・更正したものです。

田母神節子議員より「生活支援につながる予算を組むべ
き」との反対討論が、大平久幸議員より「男衾の生涯学習施
設の前倒し実施など、評価できる」との賛成討論がありま
した。

平成20年度予算を補正しました

国民健康保険特別会計 (３回目）

　323 万 4,000円を減額補正 (0.1％減）

特定健康診査における受診者数の確定等に伴い、
歳入である国・県の特定健康診査等負担金及び、
歳出の保健事業費を更正したものです。

下水道事業特別会計 (３回目）

　1,770 万円を増額補正 (1.6％増）

歳入面ではＪＲ八高線ホームのトイレが下水道
に接続することに伴い生じた受益者負担金を追
加し、歳出では荒川上流流域下水道建設負担金の
確定により事業費を追加したものです。
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